
重要事項説明書   <令和７年７月１日現在> 

利用者：        様   

 

１ 当事業者(法人)の概要 

事業者(法人)の名称 株式会社 返仁会(カブシキガイシャ トウジンカイ) 

代 表 者 代表取締役 山田 恭平 

所 在 地 住所 東京都国分寺市西恋ヶ窪 1-43-3-105 

連 絡 先 電話 042-201-7953 

設立年月日 令和７年７月１日 

 

２ サービスを提供する事業所の概要 

事 業 所 名 猫の手訪問看護ステーション 

所 在 地 東京都国分寺市西恋ヶ窪 1-43-3-105 

連 絡 先 電話 042-201-7953 FAX042-203-2888 

管 理 者 名 松元 美由紀 

サービス種類 訪問看護・予防訪問看護 

事業所番号(介護/医療) １３６３１９０２０６/７４９６０５２ 

サービス提供地域 国分寺市 小平市 府中市 国立市 小金井市 

 

３ 営業時間 

平 日 午前 9：00 ～ 午後 5：00 

定休日 土曜日 日曜日 祝日 年末年始 

  
４ 職員体制 

従業者の職種 職務内容 常勤 非常勤 計 

管理者(看護師) 

管理者は、主治医の指示に基づき適切な訪問看

護が行われるよう必要な管理及び従業員の管理

を一元的に行うとともに、事業所職員に対し尊

守すべき事項について指揮命令を行う 

１名 ０名 １名 

看 護 師 
看護師は、訪問看護計画書及び報告書を作成

し、訪問看護を行う 
３名 ３名 ６名 

理学療法士 訪問看護(在宅におけるリハビリテーション)を

担当する 

２名 ３名 ５名 

作業療法士 １名 ０名 １名 

事 務 員 請求業務・他 ２名 ０名 ２名 

 

 



 

5 事業の目的・運営方針 

（１)目的 

利用者に対し、訪問看護のサービスを提供し、居宅において利用者が、より自立した日常生活を

営むことができるように、支援することを目的にサービスを提供します。 

（２)運営方針 

① 利用者の心身状態に応じた適切な訪問看護のサービスを２４時間体制で提供します。訪問看

護のサービス実施にあたり、サービス従事者の確保・教育・総合的な訪問看護のサービス提

供に努めます。 

② 利用者の心身の状況、環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切なサービスが提供さ

れるよう配慮して行います。 

③ 事業を行うにあたっては、利用者の所在する市区町村、地域包括支援センター、他の居住介

護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。 

 

６ 提供するサービスの内容 

1 病状、全身状態の観察 7 認知症患者の看護 

2 清拭、洗髪等による清潔の保持 8 療養生活や介護方法の指導 

3 食事及び排泄等日常生活の援助 9 カテーテル等医療機器の管理 

4 褥瘡の予防、処置 10 その他医師の指示による医療処置 

5 リハビリテーション 11 家族や介護者の支援 

6 ターミナルケア 12 介護予防訪問看護 

   

 ※リハビリテーションを中心とした訪問サービスでは、看護師の代わりに理学療法士・作業療法士

等が訪問します。その場合でも、看護師の訪問は月１回、利用者の状態の変化にあわせて、少な

くとも３か月に１回訪問し、利用者の適切な評価を行います。 

   

７ サービスの利用方法 

お申込みいただき、医師からの訪問看護指示書を受け取った後に、当該事業所の職員が伺いま

す。その際、契約を締結しサービスの提供を開始します。 

 

８ 利用料金 

(１)介護保険及び医療保険、給付対象外サービス（別紙参照） 

(２)交通費 

３㎞圏内は交通費は頂きませんが、３㎞圏外の地域は車での訪問になる場合があります。その場

合１㎞毎に 100 円（片道×2）頂きます。また、バスや電車などの公共交通機関での訪問の場合

はかかった交通費を徴取させて頂く場合があります。  

(３)利用料金などのお支払い方法 

 ① 毎月月締めとし、口座引落しでお願いいたします。また、弊社への銀行口座・郵便局口座         

への振り込みでもお支払いが可能です。その場合の振込手数料は、お客様負担になります。

(別紙参照) 

② 申し込みが初回の引落しに間に合わない場合は、引き落しの手配が完了するまでは、現金

又は振込にてお願いする場合があります。 

③ 領収書及び明細書は、入金確認後に発行いたします。なお、再発行はいたしませんので大      

切に保管してください。 

 

９ キャンセルについて 

訪問看護をキャンセルされる場合は、前日の１７時までにご連絡ください。 



キャンセル期限までにご連絡いただけない場合は、キャンセル料２，０００円が発生します。

ただし、体調不良による緊急受診・入院の場合はこの限りではありません。 

 

１０ サービス利用に関する注意事項 

(１)サービス利用にあたっての禁止事項について 

利用者は、事業者並びに事業所職員に対して以下の行為を行いません。 

① 事業所職員に対して行う暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷などの迷惑行為。 

② パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為。 

➂ サービス利用時の職員の写真や動画を無断で撮影し、職員の音声を無断で録音すること。 

また、それらを無断でインターネットやＳＮＳ上に掲載すること。 

④ 対象範囲外のサービスの強要。 

⑤ 上記以外の社会通念上の逸脱行為。 

(２)自然災害、感染症まん延時等、訪問看護サービスの提供の安全な実施に重大な支障が生じ

る恐れのある場合は、利用者等に連絡を取り、必要に応じて訪問看護サービスの提供を延期、

又は中止する場合があります。 

(３)個人的な金品の受け取り、預かりなどはトラブルに成りかねない為、差し控えさせて頂き

ます。（利用料金の現金回収はこれに当てはまりません） 

 

１１ 事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族・主治医・居宅介護支援事

業者・市区町村等に対して報告を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対す

る訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、その責任の範囲内において、損害

賠償を速やかに行います。事業所は下記の損害賠償保険に加入しています。 

 

保険会社名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

保 険 名 日本訪問看護財団 あんしん総合保険制度 

 

１2 緊急時の対応方法 

   当事業所におけるサービスの提供中に利用者に容態の変化があった場合は、事前の打ち合わせ

による主治医・救急隊・親族・居宅介護支援事業者など、関係各位へ連絡します。 

 

主治医 

病 院 名  

主治医氏名 医師 

連 絡 先  

ご家族 
氏 名  

連 絡 先  

 

１3  サービスの終了・契約の解除 

(１)利用者のご都合でサービスを終了する場合、サービスの終了を希望する日の２週間前まで

にお申し出ください。ただし、利用者の病変・急な入院など、やむを得ない場合は、予告期間

が２週間以内の通知でもこの契約の解約ができます。 

(２)自動終了（以下に該当する場合、自動的にサービスが終了いたします。） 

① 介護保険給付サービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定さ

れた場合。 

※非該当（自立）と認定された場合、条件を変更して再度契約することができます。 



② 利用者が亡くなられた場合。 

(３)当事業者の都合や、やむを得ない事情によりサービスを終了する場合は、終了日の１か月

前までにお伝えいたします。 

(４)次の事由に該当した場合、事業者は直ちにこの契約を解除できます。 

① 利用者のサービス利用料金の支払いが２ヵ月以上遅延し、料金を支払うように勧告した

にも関わらず１４日以内に支払われない場合。 

② 利用者またはその家族などが、事業者やサービス提供の職員に対して、この契約を継続し

難いほどの迷惑行為・背信行為を行った場合。 

 

1４ 身体的拘束等の適正化のための措置 

  事業所は、利用者の生命または身体を保護するため、緊急ややむを得ない場合を除き、身体的

拘束等を行いません。身体的拘束等を行う場合には、その態様、時間、利用者の心身の状況、

緊急ややむを得ない理由を記録します。 

   

1５ 虐待防止に関する事項 

事業者は利用者の人権擁護、尊厳の保持が達成されるよう、虐待の未然防止、早期発見、迅速

かつ適切な対応等を推進するため、次に掲げる措置を講じるものとします。 

(１)事業所職員又は擁護者(現に擁護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思

われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを区市町村に通報します。 

(２)成年後見制度の利用を支援します。 

（３)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周知

徹底を図ります。 

(４)虐待防止に関する指針を策定し、掲示等の方法により内外に周知します。 

（５)虐待防止に関する責任者を選定及び設置しています。 

虐待防止に関する責任者 管理者  松元 美由紀 

 

１６ 感染症の予防及びまん延の防止 

    事業所において感染症の発生、又はまん延しないように次に掲げる措置を講じます。 

(１)職員等の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行います。事業所の設備及び備

品等について、衛生的な管理に努めます。 

(２)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

(３)事業所職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施し

ます。 

 

１７ 事業継続に向けた取り組みについて 

事業者は、感染症や非常災害の発生時においてご利用者に対する訪問看護の提供を継続的に

実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、

業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

(１)事業所職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に実施します。 

(２)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１８ 秘密の保持及び個人情報の保護 

    (１)利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

  ① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が

策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」

を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

② 事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をするうえで知り得た利用者及びその

家族等に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 



③ この秘密を保持する義務は、契約が終了した後、及び事業者の使用する者の退職後も継続

します。 

(２)個人情報の保護について 

① 事業者は、利用者及びその家あから予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等に

おいて、利用者及びその家族等の個人情報を用いません。 

② 事業者は、利用者及びその家族等に関する個人情報が含まれる記録物については、注意をも

って管理し、また処分の際にも第三者への漏えいを防止するものとします。 

③ 事業者は、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じ

てその内容を開示します。また、当該個人情報について利用者又はその家族等から追加又は

削除を求められた場合は、事業者の規定に従い、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必

要な範囲内で訂正等を行うものとします。（開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利

用者の負担となります。） 

 

１９ 訪問看護に関する相談・苦情 

苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、

状況の聞き取りや事情の確認を行い、利用者の立場を考慮しながら、事実関係の特定を慎重に

行います。把握した内容をもとに検討を行い、当面及び今後の対応を決定します。必要に応じ

て関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは対応方法を含めた結果報告を行います。 

 

(１)苦情相談窓口 

猫の手訪問看護ステーション 

管理者  松元 美由紀 

TEL：042-201-7953 

FAX：042-203-2888 

 

(２)下記の市町村及び国民健康保険団体連合会の苦情相談窓口当等へ苦情を伝えることがで

きます。 

国分寺市 介護保険課 TEL：042-325-0111 

小平市  介護保険課 TEL：042-341-1211 

府中市  介護保険課 TEL：042-335-4031 

国立市  介護保険課 TEL：042-576-2111 

小金井市 介護保険課 TEL : 042-383-1111 

東京都国民健康保険団体連合会 TEL：03-6238-0177 

 

２０ 反社会的勢力の排除 

（１）事業者は、自ら及びその役員、並びに事業所の管理者その他の従業者が次に定める者ま

たは団体（以下、「反社会的勢力」という。）に該当しないことを表明し、保証します。 

（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等政治活動、社会運動等標ぼ

う、特殊知能暴力集団等、反社会的勢力共生者） 

（２）事業者は、その運営について暴力団員の支配を受けておりません。 

 

２１ 提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

   実施の有無 なし 

 

２２ 「介護サービス情報の公表」制度について 

   下記の第 3 者のホームページから情報をご確認できます。 

・厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/ 



・福ナビ とうきょう福祉ナビゲーション   https://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/ 

 

 

 

 

 

訪問看護サービス利用について、ご利用者に対して、重要事項の説明を行いました。 

 

【事業者】住  所：東京都国分寺市西恋ヶ窪 1-43-3-105 

      会 社 名：株式会社 返仁会 

      代 表 者：山田 恭平  ㊞  

【事業所】住  所：東京都国分寺市西恋ヶ窪 1-43-3-105 

      事業所名：猫の手訪問看護ステーション 

      管 理 者：松元 美由紀 

          （指定番号 １３６３１９０２０６/７４９６０５２） 

       説 明 者：                ㊞ 

  

 

重要事項説明書の内容について説明を受け、了承しました。 

 

令和    年   月   日 

【利 用 者】住 所                                   

      氏 名                               ㊞  

【代 理 人】住 所                                   

      氏 名                      （続柄     ）㊞  

https://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/

